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〇
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
三
十
九
号

船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
九

十
五
号
）
第
三
十
九
条
の
七
第
三
項
の
国
土
交
通
大
臣
が

指
定
す
る
保
険
者
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る

告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
十
七
日

国
土
交
通
大
臣

大
畠

章
宏

船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
第
三
十
九
条
の
七
第

三
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
保
険
者
等
を

定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
第
三
十
九
条
の
七
第
三
項

の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
保
険
者
等
を
定
め
る
告
示

（
平
成
十
六
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
四
百
六
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
中
「
あ
い
お
い
損
害
保
険
株
式
会
社
」
を
「
あ

い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
害
保
険
株
式
会
社
」
に
、
第
四

十
二
号
中
「B

ritish
M
a
rin

e
L
u
x
e
m
b
o
u
rg

S
.A

.

」

を
「Q
B
E
In
su
ra
n
c
e
(E
u
ro
p
e
)
L
im

ite
d

」
に
改
め
、

第
十
九
号
を
削
り
、
第
二
十
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
二

十
一
号
か
ら
第
四
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ

る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

Ÿ


